
宇和島地区広域事務組合規則公布第３号

職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和８年３月 31 日

宇和島地区広域事務組合

組合長 岡 原 文 彰



規則第３号

職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する規則の一部を改正する規則を次のとおり定める。

令和８年３月 31 日

宇和島地区広域事務組合

組合長 岡 原 文 彰

職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する規則の一部を改正する規則

職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する規則（平成 22 年規則第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後

別表第 11（第２条第４項関係、市管理職手当規則別表第１関係） 別表第 11（第２条第４項関係、市管理職手当規則別表第１関係）

職 管理職手当

行政職給料表７級の職 50,000円

行政職給料表６級の職

福祉職給料表５級の職

40,000円

行政職給料表５級の職

医療職（二）給料表５級の施設長心得、施設長

補佐の職

医療職（三）給料表５級の施設長心得、施設長

26,000円

職 管理職手当

行政職給料表７級の職 70,000円

行政職給料表６級の職

福祉職給料表５級の職

50,000円

行政職給料表５級の職

医療職（二）給料表５級の施設長心得、施設長

補佐の職

医療職（三）給料表５級の施設長心得、施設長

30,000円



附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。

補佐の職

福祉職給料表４級の施設長心得、施設長補佐の

職

補佐の職

福祉職給料表４級の施設長心得、施設長補佐の

職


